
号

外

一�
令

和

三

年

三

月
三
十
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

三

○
岐
阜
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

三

○
岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

五

○
岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

○
岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

七

○
岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

九

○
岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
〇

○
岐
阜
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
七

○
岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

検
査
監
督
課)

一
七

告

示

○
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定

(

文
化
伝
承
課)

一
七

○
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
の
解
除

(

同

)

一
八

○
岐
阜
県
天
然
記
念
物
の
指
定
の
解
除

(

同

)

一
八

○
プ
ー
ル
指
導
要
綱
の
一
部
改
正

(

生
活
衛
生
課)

一
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

一
九

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
九

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)

一
九

( ) 令和３年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
三
月
三
十
日



岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
六
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

｢
｢

第
二
十
一
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
十
二
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
九
号
様
式
か
ら
第
三
十
号
の
五
様
式
ま
で
の
規

定
中｢�

｣

を
削
る
。｢
｢

第
三
十
二
号
様
式
中

を

に
改
め
、
同
様
式
｣

｣

備
考
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４
第
三
者
の
所
有
物
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
者
は
､
第
三
者
(法
人
に
あ
つ
て
は
代
表

者
)
の
印
鑑
証
明
書
を
１
通
添
付
す
る
こ
と
｡

第
三
十
三
号
様
式
備
考
中｢

｢保
証
人
氏
名
｣
は
､
｣

及
び｢の

自
署
に
よ
る
も
の
と
し
､
当
該
保

証
人
又
は
代
表
者
｣

を
削
る
。

第
三
十
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

第
三
十
六
号
様
式
表
面
中｢

(名
称
)

�
｣

を｢
(名

称
)

｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
注

意
事
項
第
一
号
中｢し
､
押
印
｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
注
意
事
項
第
二
号
中｢支

払
い
｣

を｢支
払
｣

に
、｢う

え
｣

を｢上
｣

に
改
め
、｢し

､
押
印
｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
注
意
事
項
第
三
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

３
相
続
人
が
還
付
金
を
請
求
す
る
場
合
に
は
､
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
公
的
書
類
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
､
詳
細
は
､
大
垣
共
立
銀
行
又
は
十
六
銀
行
の
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
｡

第
三
十
六
号
様
式
裏
面
注
意
事
項
第
四
号
中｢お

支
払
い
｣

を｢､
お
支
払
｣

に
改
め
、
同
様
式
裏

面
注
意
事
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
三
十
八
号
様
式
か
ら
第
四
十
号
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

第
五
十
一
号
様
式
中 ｢

氏
名�税

事
務
所
長
様

｣

を ｢
氏

名

税
事
務
所
長
様

｣

に
改
め

る
。第

五
十
二
号
様
式
、
第
五
十
三
号
様
式
及
び
第
五
十
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

｢

第
五
十
八
号
様
式
中

｢を

｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月30日 ( )２

規

則

� �
氏

名

氏
名� 氏
名�

捜
索
調
書
謄
本
を
受
領
し
ま
し
た
｡

上
記
の
捜
索
に
立
ち
会
い
捜
索
調
書
謄
本
を
受
領
し
ま
し
た
｡

立
会
人

捜
索
調
書
謄
本
を
受
領
し
ま
し
た
｡

上
記
の
捜
索
に
立
ち
会
い
捜
索
調
書
謄
本
を
受
領
し
ま
し
た
｡

立
会
人



｣

第
六
十
四
号
様
式
、
第
六
十
五
号
様
式
そ
の
一
表
面
、
第
六
十
五
号
様
式
そ
の
二
表
面
、
第
六
十
六

号
の
二
様
式
、
第
七
十
七
号
様
式
か
ら
第
九
十
一
号
様
式
ま
で
、
第
九
十
四
号
様
式
か
ら
第
九
十
四
号

の
三
様
式
ま
で
、
第
百
二
号
の
十
五
様
式
か
ら
第
百
二
号
の
十
八
様
式
ま
で
、
第
百
二
号
の
二
十
様
式

か
ら
第
百
三
号
の
十
三
様
式
ま
で
、
第
百
五
号
の
三
様
式
、
第
百
五
号
の
四
様
式
、
第
百
六
号
の
二
様

式
及
び
第
百
六
号
の
八
様
式
中｢�

｣
を
削
る
。

｢
｢

第
百
六
号
の
九
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

第
百
七
号
様
式
、
第
百
七
号
の
三
様
式
、
第
百
九
号
様
式
か
ら
第
百
十
号
の
二
様
式
ま
で
、
第
百
十

九
号
様
式
、
第
百
二
十
二
号
様
式
、
第
百
四
十
四
号
様
式
及
び
第
百
四
十
六
号
様
式
か
ら
第
百
四
十
九

号
様
式
ま
で
並
び
に
附
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
附
則
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
七
号

岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平

成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
を
繰

り
上
げ
る
。

別
記
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
八
号

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条

削
除

別
記
第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
12号
様
式
削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和３年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

氏
名

印

に
改
め
る
。



� � �

岐
阜
県
規
則
第
百
九
号

岐
阜
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢
氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

｣

に
、｢洗

た
く
物
｣

を｢洗
濯

物
｣

に
、｢洗

た
く
場
｣

を｢洗
濯
場
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中｢所

在
地
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢､
所
在
地
､
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
｣

に
、｢洗

た
く
物
｣

を｢洗
濯
物
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢
氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

｣
に
改
め
、
同
様
式
注
中｢業

務

用
車
両
｣

を｢､
業
務
用
車
両
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢

法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名

称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を ｢
法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号

地
､

｣

に
改
め
、｢添

付
書
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
廃
止
の
場
合
は
､
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
検
査
確
認
済
証
｣

を

削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢

被
相
続
人
と
の
続
柄
(

)
｣

を｢被
相
続
人
と
の
続
柄
(

)

電
話
番
号

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中｢代

表
者
氏
名

印
｣

を｢代
表
者
氏

電
話
番

名号
｣

に
、｢業

務
用
車
両
｣

を｢､
業
務
用
車
両
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中 ｢住

所

氏
名

年
月

日
生
｣

を ｢
〒

住
所

氏
名

年
月

電
話
番
号

日
生

｣

に
改
め
、｢わ

た
く
し
は
､
｣

を
削
り
、｢関

係
書
類
｣

を｢､
関
係
書
類
｣

に
改
め
、
同
様
式

添
付
書
類
第
二
号
中｢撮

影
年
月
日
｣

を｢､
撮
影
年
月
日
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
記
第
九
号
様
式
中

を

｣
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中 ｢住

所

氏
名

年
月

日
生
｣

を ｢住
所

氏
名

旧
姓
又
は
通
称
名

(旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
を
希
望
す

年
月

日
生

電
話
番
号

に
改
め
、｢わ

た
く
し
は
､
｣

を
削
り
、｢ク

リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
｣

を｢､
ク
リ
ー

る
場
合
)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月30日 ( )４

生
年
月
日

氏
名

本
籍

年
月

日
生
年
月
日

旧
姓
又
は

通
称
名

氏
名

本
籍

年
月

日
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� � �



｣
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中 ｢住

所

氏
名

年
月

日
生
｣

を ｢住
所

氏
名

年
月

日

電
話
番
号

生

｣

に
、｢再

交
付
さ
れ
る
よ
う
に
｣

を｢､
再
交
付
さ
れ
る
よ
う
｣

に
、｢そ

の
｣

を｢､
そ
の
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中 ｢住

所

氏
名

年
月

日
生
｣

を ｢住
所

氏
名

年
月

日

電
話
番
号

生

｣

に
、 ｢５

旧
氏
名

６
変
更
の
年
月
日

７
変
更
の
理
由
｣

を ｢５
旧
氏
名

６
新
旧
姓
又
は
通
称
名

(旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
を
希
望
す
る
場
合
)

７
旧
旧
姓
又
は
通
称
名

(旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
を
希
望
す
る
場
合
)

８
変
更
の
年
月
日

９
変
更
の
理
由

｣
に
改

め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中 ｢住

所

氏
名

年
月

日
生
｣

を ｢住
所

氏
名

年
月

日

電
話
番
号

生

｣

に
改
め
、
同
様
式
添
付
書
類
第
二
号
中｢死

亡
診
断
書
｣

を｢､
死
亡
診
断
書
｣

に
改
め
、
同
様

式
添
付
書
類
第
三
号
中｢失
そ
う
｣

を｢失
踪
｣

に
、｢裁

判
所
｣

を｢､
裁
判
所
｣

に
、｢写

｣

を

｢写
し
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
号

岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中｢

届｣

を｢

届
出｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

規
定
に
よ
り｣

を｢

規
定
に

よ
る｣

に
、｢

営
業
承
継
届
書｣

を

｢

営
業
承
継
届
出
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

届
書｣

を

｢

届
出
書｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中｢

届
書｣

を｢

届
出
書｣

に
改
め
、｢

及
び｣

を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢並

び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢及
び
代
表
者
の
氏
名
｣

に
改
め
、
同

様
式
２
記
載
上
の
注
意
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号

と
し
、
第
五
号
を
第
三
号
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中 ｢

氏
名

年
月

日
生

被
相
続
人
と
の
続
柄
(
)

｣

を ｢氏
名

年
月

日

被
相
続
人
と
の
続
柄
(
)

電
話

生
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｣
別
記
第
三
号
様
式
中｢氏

名�
｣

を｢氏
名

電
話
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中

｢証
明
者
氏
名
の
部
分
に
は
｣

を｢こ
の
証
明
書
は
｣

に
、｢が

記
名
捺
印
｣

を｢に
つ
い
て
､
そ
れ

ぞ
れ
作
成
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢代

表
者
の
氏
名�

｣

を｢代
表
者
の
氏
名

電
話
｣

に
、｢興

行
場
営
業
承
継
届
書
｣

を｢興
行
場
営
業
承
継
届
出
書
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名

称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢電
話

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

名

｣

に
、｢興

行
場
営
業
変
更
届
｣

を｢興
行
場
営
業
変
更
届
出
書
｣

に
、｢承
継
届
書
｣

を｢承
継
届

出
書
｣

に
改
め
、
同
様
式
添
付
書
類
第
二
号
中｢変

更
に
あ
つ
て
は
｣
を｢変

更
に
あ
つ
て
は
､
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名

称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢電
話

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

名

｣

に
、｢興

行
場
営
業
停
止
届
｣

を｢興
行
場
営
業
停
止
届
出
書
｣

に
、｢停

止
箇
所
｣

を｢､
停
止

箇
所
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､
名

称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢電
話

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
､

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

名

｣

に
、｢興
行
場
営
業
廃
止
届
｣

を｢興
行
場
営
業
廃
止
届
出
書
｣

に
改
め
、｢添

付
書
類

許
可
指
令
書
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使

用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
一
号

岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢氏

名(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名

電
話

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)｣

に
、｢代

表
者
氏
名
｣

を｢､
代
表
者
氏
名
｣

に
、｢ふ

た
付
き
｣

を｢蓋
付
き
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中 ｢

所
在
地

｢

理
容
所

名
称

を

住
所

開
設
者

氏
名

(

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月30日 ( )６ �����



�
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

理
容
所

所
在
地

名
称

開
設
者

住
所

に
改
め
る
。

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話

｣

別
記
第
三
号
様
式
中｢被

相
続
人
と
の
続
柄
(

)
｣

を｢被
相
続
人
と
の
続
柄
(

)

電
話

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
の
二
中｢代

表
者
氏
名

印
｣

を｢代
表

電

者
氏
名話
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢

(法

届
出
者
住
所

氏
名

人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話

｣

に
改
め
、｢添

付
書
類

理
容
所
検
査
確
認
済
証
｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中

｢電
話
番
号

(
)
｣

を

｢電
話
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
り
、

｢TEL｣

を｢電
話
｣

に
、｢第

５
条
第
１
項
に
よ
る
｣

を｢第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

氏
名
｣

を ｢届
出
者
住
所

氏
名

電
話

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

氏
名
｣

を ｢届
出
者
住
所

氏
名

電
話

｣

に
改
め
、｢添

付
書
類

届
出
済
証

を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

氏
名
｣

を ｢届
出
者
住
所

氏
名

電
話

｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使

用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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�

岐
阜
県
規
則
第
百
十
二
号

岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢氏

名(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名

電
話

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)｣

に
、｢代

表
者
氏
名
｣

を｢､
代
表
者
氏
名
｣

に
、｢ふ

た
付
き
｣

を｢蓋
付
き
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中 ｢

所
在
地

｢

美
容
所
名
称

を

住
所

開
設
者
氏
名

(
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

美
容
所

所
在
地

名
称

開
設
者

住
所

に
改
め
る
。

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話

｣

別
記
第
三
号
様
式
中｢被

相
続
人
と
の
続
柄
(

)
｣

を｢被
相
続
人
と
の
続
柄
(

)
電
話

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
の
二
中｢代

表
者
氏
名

印
｣

を｢代
表

電

者
氏
名話
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)
｣

を ｢

(法

届
出
者
住
所

氏
名

人
に
あ
つ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話

｣

に
改
め
、｢添

付
書
類

美
容
所
検
査
確
認
済
証
｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中

｢電
話
番
号

(
)
｣

を

｢電
話
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
り
、

｢TEL｣

を｢電
話
｣

に
、｢第

５
条
第
１
項
に
よ
る
｣

を｢第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

氏
名
｣

を ｢届
出
者
住
所

氏
名

電
話

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

に
改
め
、｢添

付
書
類

届
出
済
証

氏
名
｣

を ｢届
出
者
住
所

氏
名

電
話
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｣
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中 ｢

住
所

届
出
者

氏
名
｣

を ｢届
出
者
住
所

氏
名

電
話

｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣
と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使

用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
三
号

岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中 ｢住

所

(法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
)

氏
名

年
月

日
生

(法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
並
び

に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)

｣

を ｢住
所

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る

の
所
在
地
)

氏
名

年
月

日
生

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
名

代
表
者
の
氏
名
)

事
務
所

称
及
び

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢代

表
者
氏
名�

｣

を｢代
表
者
氏
名

電
話
番
号
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中 ｢住

所

氏
名

年
月

日
生

被
相
続
人
と
の
続
柄
(

)
｣

を ｢住
所

氏
名

年
月

日
生

電
話
番
号

被
相
続
人
と
の
続
柄
(

)
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢同

意
者
氏
名�

｣

を ｢
氏

名

同
意
者

電
話
番
号
｣

に
改
め
、
同

様
式
備
考
中｢同

意
者
氏
名
の
部
分
｣

を｢こ
の
同
意
書
｣

に
、｢が

記
名
捺
印
｣

を｢に
つ
い
て
､

そ
れ
ぞ
れ
作
成
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中 ｢住

所

(法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
)

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
並
び

に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)

｣

を ｢住
所

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る

の
所
在
地
)

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
名

代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

事
務
所

( ) 令和３年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９
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称
及
び

｣

に
改
め
、
同
様
式
添
付
書
類
第
一
号
中｢登

記
事
項
証
明
書
｣

を｢､
登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中 ｢住

所

(法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
)

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
並
び

に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
)

｣

を ｢住
所

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
た
る

の
所
在
地
)

氏
名

(法
人
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
名

代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

事
務
所

称
及
び

｣

に
、｢停

止
箇
所
｣

を｢､
停
止
箇
所
｣

に
改
め
、｢添
付
書
類

廃
止
の
場
合
は
営
業
許
可
指
令
書
｣

を
削
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使

用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
四
号

岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月30日 ( )10
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別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ

の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
五
号

岐
阜
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則(

平
成
六
年
岐
阜
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢事
務
所
所
在
地
及

び
代
表
者
の
氏
名
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢並

び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢及
び
代
表
者
の
氏
名
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢並

び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢及
び
代
表
者
の
氏
名
｣

に
改
め
、
同

様
式
備
考
中｢停

止
箇
所
｣

を｢､
停
止
箇
所
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま

ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
六
号

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中｢

組
合
等
の
事
務
所
、
倉
庫
、
事
業
場
そ
の
他
組
合
等
の
業
務
に
直
接
又
は
間
接
に
関
係

の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
実
地
検
査
の｣

を｢

実
地
の
検
査
、
書
面(

電
磁
的
記
録(

電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。)

を
含
む
。)

の
検
査
又
は
こ
れ

ら
を
組
み
合
わ
せ
た｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

検
査｣

を｢

実
地
の
検
査｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

の
規
定
に
よ
る｣

を｢

に
規
定
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

検
査｣

を｢

実
地
の
検
査｣

に
、｢

得
る
よ
う
に｣

を｢

得
る
よ
う｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
二
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定
を
次
の
よ
う
に
行
う
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
重
要
文
化
財

( ) 令和３年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
三
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
七
条
の
七
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
が
解
除
さ
れ
た
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
四
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
岐
阜
県
天
然
記
念
物
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
を
解
除
す
る
岐
阜
県
天
然
記
念
物

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
五
号

岐
阜
県
プ
ー
ル
指
導
要
綱(

平
成
元
年
岐
阜
県
告
示
第
六
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
記
第
一
号
様
式
中｢並

び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢及
び
代
表
者
の
氏
名
｣

に
改
め
、
同

｢
｢

｢
様
式
別
紙
中

を

に
、

｣
｣

｢
｢

｢
｢

｢

を

に
、

を

に
、

を

に
改

｣
｣

｣
｣

｣
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岐
重

無
民

二
二

指
定
番
号

岐
重

五
二

七 指
定
番
号

民
俗
芸
能

種
目

彫
刻

分
類

木
造
釈

迦
如
来

坐
像

名

称寒
水
の
掛
踊

名

称
一
躯

員

数

白
山
神
社
の
例
祭
に
奉
納

内

容

檜
材
、
割
矧
ぎ
造
、
彫

眼
、
漆
箔
。
像
高
五
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
本

像
は
、
一
部
を
後
補
と

す
る
ほ
か
は
、
当
初
の

部
分
を
よ
く
残
し
、
釈

迦
像
で
あ
り
な
が
ら
片

足
を
踏
み
下
げ
る
と
い

う
、
極
め
て
珍
し
い
も

の
で
、
造
形
的
に
も
大

変
に
優
れ
、
平
安
末
期

か
ら
鎌
倉
初
期
と
い
う

時
代
が
移
り
変
わ
る
時

期
の
釈
迦
信
仰
を
考
え

る
上
で
も
重
要
な
作
例

で
あ
る
。

内

容

下
呂
市

金
山
町

中
切
一

五
四
五

番
地

所
在
地

宗
教
法
人

玉
龍
寺

所
有
者

寒
水
掛
踊
保
存
会

技
芸
団
体

所
在
地

に
同
じ
。

住
所

岐
天

六 指
定
番
号

有
(勾
配
)
・
無

植
物

種
目プ

ー
ル
底
の
こ
う
配

大
湫
神
明
神

社
の
大
杉

名

称

一
本

員
数こ

う
配 瑞

浪
市
大
湫

町
三
九
八
番

地 所
在
地

プ
ー
ル
底
の
勾
配

勾
配

神
明
神
社

所
有
者

所
在
地
に

同
じ
。

住

所

付帯設備

有
(こ
う
配
)
・
無

倒
木
し
た
た

め
。

理

由

附帯設備 �



め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中｢並

び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
印
｣

を｢及
び
代
表
者

の
氏
名
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
要
綱
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
プ
ー
ル
指
導
要
綱
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣
と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
プ
ー
ル
指

導
要
綱
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
七
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

山
県
市
大
字
東
深
瀬
字
針
崎
六
八

三
番
二
地
先
か
ら

同

市
大
字
同

字
同

六
九

四
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和
元･�･��令和�･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

道
路
の
種
類

文

殊

茶
屋
新
田
線

路
線
名

本
巣
市
北
野
字
唐
一
五
四
番
一
地

先
か
ら

同

市
同

字
同
一
六
一
番
一
地

先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和
元･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



｢
｢

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中

を

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

別
記
第
四
十
二
号
様
式
中

を

｣

｢
｢

に
、

を
｣

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
記
第
四
十
四
号
様
式
中

｢を

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
四
十
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
十
九
号
様
式
中｢

(氏
名
)�
｣

を｢
(氏

名
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
五
十
四
号
様
式
及
び
別
記
第
五
十
七
号
様
式
中｢

(氏
名
)�
｣

を｢
(氏

名
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
九
号
様
式
中｢立

会
人

(氏
名
)

�
｣

を｢立
会
人

(氏
名
)

｣

に
、｢住

所
(氏

名
)�

｣

を｢住
所
(氏

名
)

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
百
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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年
月

日
時

分

年
月

日

年
月

日

年
月

日

差
押
通
知
書
(第
三
債
務
者
等
宛
て
)
を
受
領
し
ま
し
た
｡

年
月

日
時

分
(

)� 差
押
調
書
謄
本
(滞
納
者
宛
て
)
を
受
領
し
ま
し
た
｡

年
月

日
(

)
�

年
月

日�
立
会
人

年
月

日
(

)
�

(
)

�年
月

日
時

分� 年
月

日�

差
押
調
書
謄
本
(年

(
)

立
会
人
(

)
(

)

領
し
ま
し
た
｡

滞
納
者
宛
て
)
を
受
領
し
ま
し
た
｡

月
日

差
押
通
知
書
(第
三
債
務
者
等
宛
て
)
を
受

年
月

日
時

分
(

)

�
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別
記
第
百
五
十
二
号
様
式
そ
の
二
表
面
中｢

(名
称
)

�
｣

を｢
(名

称
)

｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
記
第
百
六
十
五
号
の
二
様
式
中

を

｣
に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
百
三
十
六
号
様
式
裏
面
中｢受

領
者

氏
名
印
｣

を｢受
領
者

氏
名
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
は
、
当

分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(記
名
押
印
)�

令
和
三
年
三
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


